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中 期 目 標 中 期 計 画 

（前文）大学の基本的な目標 

地域の「知」の拠点として，地域から期待・信頼されることはも

とより，広く社会に貢献すべく開かれた大学として，質の高い特色

ある教育と研究を実践して，人類の福祉の向上と世界の平和に貢献

する。そのために透明な大学運営のもとで，①学士課程のみならず

大学院課程における教育の質の維持・向上と保証に努め，幅広く，

深い教養と実践的な専門性を身につけた未来を切り開く高度な専

門職業人を養成する。また，②持続可能な社会の形成を促す研究を

中心に，光学などの特定分野については極めて高い水準で特色ある

研究を推進する。さらに，③自ら築いた教育研究の成果を発信して

社会連携機能を高め，地域社会のみならず広く国際社会・国際交流

に貢献する積極的な活動を展開し，キラリと光る元気な大学を目指

す。 

 

◆ 中期目標期間及び教育研究組織 

１ 中期目標期間 

中期目標の期間は，平成22年4月1日から平成28年３月31日ま

での６年間とする。 

２ 教育研究組織 

中期目標を達成するための基本組織として，別表のとおり学

部，研究科を置く。 

 



 

- 2 -

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（１）教育の内容及び成果に関する目標 

① 学士課程における教育の成果  

○ 多様化する入学者に対応し，基礎教育の充実を基本とし

て，現代社会に必要なリテラシー，幅広い教養，社会人基

礎力や自己実現能力，さらに実践的な専門性と問題解決能

力とを身に付けた人材を育成する。 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育の内容及び成果に関する目標を達成するための措置 

① 学士課程における教育の成果に関する具体的措置 

○ 全学共通教育については，教育企画会議のもとで，共通教育センターが中心にな

り，キャリア教育・就職支援センター等と協力しながら，初期導入教育，リテラシ

ー教育，教養教育，キャリア教育などから構成されるカリキュラム内容を充実させ

るとともに，全教員による担当体制を推進する。 

○ 専門教育については，各学部・学科で学習・教育目標に合わせた有機的なカリキ

ュラム体系を整備し，教育の成果を明確にするとともに，教育目標に相応しい進路

選択を行えるように，キャリア教育・就職支援センターを活用しつつ，きめ細かな

指導を行う。 

② 学士課程のアドミッション・ポリシー 

○ アドミッション・ポリシーと教育の内容及び成果に関す

る目標，それを達成するためのカリキュラムを公表し，本

学での学習を通して自己実現を目指す多様な学生を受け

入れる。 

 

② 学士課程のアドミッション・ポリシーに関する具体的措置 

○ 志願者が学習する上で目標となる具体的なアドミッション・ポリシーを示すとと

もに，それにふさわしい学生を幅広く受入れるために，社会人や留学生を含めた様

々な志願者が受験しやすい選抜方法を実施する。 

○ 入学者の特性に応じて，入学前学習支援を含めたリメディアル教育の体制を整備

し公表する。 

③ 学士課程の教育課程 

○ 学士課程における教育の目標を達成するため，全学共通

教育と学部専門教育を有機的に連携させ，体系的な教育課

程を編成する。 

○ 学生の興味関心に配慮した柔軟な教育課程を編成する。

 

③ 学士課程の教育課程に関する具体的措置 

○ 全学共通教育においては，初期導入教育，リテラシー教育，教養教育，キャリア

教育を基本にした教育課程を編成する。 

○ 全学共通教育と有機的に連携した学部専門教育のカリキュラムを専門分野ごとに

編成し，４年一貫の体系的な学士課程教育を行う。 

○ 環境問題など学生の幅広い興味関心に対応するために，基礎的な専門科目等を活

用し，分野を越えた学際的な副次的教育プログラムを開設する。 
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④ 学士課程の教育方法 

○ 各授業科目の達成目標を明確にし，学生の特性も考慮し

た適切な授業形態をとるとともに，国際的な通用性も視野

に入れた教育方法を追求する。 

 

④ 学士課程の教育方法に関する具体的措置 

○ カリキュラム体系における各科目の位置づけや科目間の連関などをシラバス等に

明示し，学習支援を強化する。 

○ 入学者の資質に対応して，各専門分野の基礎科目に関するリメディアル教育を充 

実させる。 

○ 実践的な英語教育の充実，学術交流協定及び学生交流の覚書の締結大学（以下， 

協定校）を中心とした留学の推進や国際連携実習の支援により，国際的視野を持っ

た学生を育成する。 

○ インターンシップなどの実践的な授業や実務経験者による授業を充実させるとと

もに，討論を含む双方向型の授業方法などを工夫し，実社会に対応できる学生を育

成する。 

○ 低炭素社会で求められる，環境問題に関するグローバルな視野と実践力とを養う

ための教育を行う。 

⑤ 学士課程の成績評価 

○ 学士力を保証するため，各教育課程に適した厳正で適切

な評価基準を設定し，達成度を評価する。 

⑤ 学士課程の成績評価に関する具体的措置 

○ 授業科目ごとの具体的な達成目標と成績評価の基準を継続的に見直してシラバス

に明示し，適切で公正な評価を行う。 

○ GPA (Grade Point Average) ，GPT (Grade Point Total)等も踏まえた総合的達成

度の評価方法と適切な利用方法を，専門分野の特性を考慮して定め，卒業生の質を

保証する。 

⑥ 大学院課程における教育の成果 

○ 修士課程及び博士前期課程においては，創造的で実践的

な応用力を身につけた高度専門職業人を育成し，また，博

士後期課程においては，幅広い視野と高度な専門性を身に

つけ，創造性を備えた高度専門職業人・研究者を育成する。

⑥ 大学院課程における教育の成果に関する具体的措置 

○ アドミッション・ポリシーと教育目標を達成するためのカリキュラムと修了に至

るまでのプロセス管理を明確にし，大学院教育の充実と質保証の仕組み作りを行う。 

   ○ 教員が適切なサポートをすることにより学生自身にワークショップやシンポジウ

ムなどを企画・実施させ，学生の実践的な応用力や創造性を養う。 

⑦ 大学院課程のアドミッション・ポリシー 

○ 多様な学問分野の経験や経歴を持つ学生を広く国内外

から受入れる体制を整備し，高度な知識・実践力の修得や

研究に意欲的に取り組む学生を受入れる。 

 

⑦ 大学院課程のアドミッション・ポリシーに関する具体的措置 

○ 一般学生，社会人や留学生などさまざまな学問分野や背景を持つ志願者が受験し

やすい選抜方式を実施する。 

○ 国内外の大学等と教育研究の連携を深め，多くの学生にアドミッション・ポリシ

ーを浸透させ，多様な目標を持った学生を確保する。              
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⑧ 大学院課程の教育課程 

○ 修士課程及び博士前期課程においては，高度な専門性・

創造性をもって自律的に諸課題を解決する能力を育む教

育課程を編成する。博士後期課程においては，専門分野の

さらなる高度化を図り，広い視野からの柔軟な発想や創造

性を培う教育課程を編成する。 

⑧ 大学院課程の教育課程に関する具体的措置 

○ コースワーク（科目履修）とリサーチワーク（研究論文等作成）を有機的に結び

付けたカリキュラム体系を明示するとともに，論文提出に至るプロセス管理を徹底

し，学習支援を強化する。 

○ コースワークでは複数の専門分野に亘る高度な知識の習得を可能とするため，専

門領域ごとに，大学院レベルのリテラシー科目と専門科目とを整備し，その内容と

シラバスを充実させる。さらに専門領域を超えた学士課程・大学院課程での授業科

目とも有機的に連携させ，資格・免許取得プログラムへの対応も含め，学生のニー

ズに応える。 

○ リサーチワークでは，課題設定から論文等作成に至るプロセスを複数の指導教員

により多面的に指導し，課題解決能力と創造性とを育成する。 

⑨ 大学院課程の教育方法 

○ 学生の特性を考慮しながら適切な指導形態をとるとと

もに，国際的な通用性を考慮した，実践的な教育方法を導

入する。 

⑨ 大学院課程の教育方法に関する具体的措置 

○ 課題解決型実習授業や，外部機関等と連携した研究プロジェクトへの参加などに

よるPBL教育（Project/Problem Based Learning）を推進し，課題発見・解決能力，

コミュニケーション能力等を総合的に育成する。 

○ インターンシップなど社会の教育機能を活用するとともに，国内外での研究活動

・学会発表や，学会誌投稿論文等の執筆を促進し，自発的に研究を進める体制を整

える。 

○ 海外研究者による講義，国際的なセミナー・シンポジウム・学会への参加など，

学生が国際的視野を育むための機会を増やすとともに，他大学・他研究科の大学院

学生を含めた合同セミナー・合同フォーラムを支援して，複眼的な視野を育成する。 

⑩ 大学院課程の成績評価 

○ 大学院教育の成績評価と修了認定の信頼性を確保する

ために，評価・認定の基準を明確にする。 

⑩ 大学院課程の成績評価に関する具体的措置 

○ 評価の基準をシラバスに明示するとともに，論文審査においては学生の課題探求

能力や解決能力など具体的な判断基準に基づいた評価を行い，修了認定の信頼性を

確保する。 

○ コースワークの適切な成績評価に加え，国内外での研究活動，学会発表，学会誌

論文，作品発表等の諸活動を含め総合的に評価する新たな方法を定め，実施する。 
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⑪ 教育方法の改善 

○ FD(Faculty Development)を実施し教育力を向上させる

とともに，社会のニーズに対応して教育方法を改善する。

 

 

⑪ 教育方法の改善に関する具体的措置 

○ 優れた教育活動に対する表彰・評価，講演会などの企画型FD活動に加え，学科等

における授業公開や教育方法の議論などのFD活動により教員の教育改善に対する意

識を高めるとともに，学外者や教員相互による授業評価，学生の授業評価の結果を

反映したPDCAサイクルを活性化して教育力を向上させる。 

     

（２）教育の実施体制等に関する目標 

① 教職員等の配置 

○ 教育の質の向上を図り教育目標を達成するために，学長

のリーダーシップのもと教職員を適切に配置する。 

 

（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

① 教職員等の配置に関する具体的措置 

○ 専任教員数の削減後においても教育の質を保証するため，学部・学科を超えて開

講科目を開放し，教員及び教育を支援する職員やTA・RAを適切に配置するとともに，

特任教員制度，退職教員や学外者の協力を得て教育の担当体制を充実させる。 

○ 男女共同参画に配慮し，出産・育児・介護等の特定期間中において代替教員，TA

等を適切に配置する。 

② 教育環境の整備 

○ 施設設備・備品等の整備や更新を学長のリーダーシップ

のもと戦略的に行う。  

② 教育環境の整備に関する具体的措置 

○ 実験・実技・実習などで使用する施設設備・備品等を充実するための経費を戦略

的に配分し，実践的教育の水準を確保する。 

○ 学生共用スペース等の確保や外部と交流するための経済的補助などにより，学生

の自主的な学習や課外活動を支援する。 

③ 教育の質の改善のためのシステム 

○ 教育の質の改善を図るための学内組織を整備するとと

もに，開かれた大学として，外部からの評価を反映させた

改善を行う。 

③ 教育の質の改善のためのシステムに関する具体的措置 

○ 学長の教育に関する基本方針とリーダーシップのもとで，教育研究評議会と教育

企画会議により改善計画を策定し，これに基づき学部・教育関連のセンター・全学

教務委員会等の有機的な連携により教育改善を行い，学生や学外委員による評価・

提案を次の計画に反映させて，教育改善のPDCAサイクルを強化する。 

④ 内外の高等教育機関との連携 

○ 国内外の高等教育機関と教育面の連携を強化し，教育の

充実に役立てる。 

④ 内外の高等教育機関との連携に関する具体的措置 

○ 近隣の大学等と単位互換，カリキュラム開発，授業方法の改善などの連携を行い，

教育力を向上させる。 

○ 協定校を中心とする海外高等教育機関との連携を充実させ，教育の国際的な通用

性を向上させる。 
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（３）学生への支援に関する目標 

○ 学習意欲を高める環境やきめ細かな学習支援体制を整

備する。 

○ 学生の生活上の問題に応じた，きめ細かな支援体制を構

築し，実践する。 

○ 学生の就職支援体制と支援業務を充実させる。 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

○ TA，チューター等を活用して，学習を支援する環境を強化する。 

○ 附属図書館，総合メディア基盤センター，自習環境等の機能充実を図る。 

○ 教務情報データベースを整備して学生ポートフォリオの一部として機能させると

ともに，指導教員と学生との面談が適切に行われるような体制を整備し，個々の学

生の学習に関するきめ細かい相談・指導・助言を行う。 

○ 学生による自主的プロジェクトを支援し，学生の学習意欲と自主性を高める。 

○ 教職員が一体となって，学生の生活，メンタルヘルス，対人関係などに留意する

とともに，ハラスメントの問題に対処することのできる相談・支援体制を充実させ

る。 

○ 留学生を含め学生の生活支援体制を整備・充実させるとともに，必要に応じて経

済的支援を行う。   

○ 産学官連携のもとに実務家と担当教員が一体となり実践的キャリア育成を行うと

ともに，就職のためのガイダンス，セミナー，進路相談，情報提供などの支援活動

を充実・強化する。 

２ 研究に関する目標 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 

① 目指すべき研究の水準等に関する目標 

○ 持続可能な社会の形成を促す研究を中心に，基礎から応

用に至る基盤的研究と，学長のリーダーシップのもと大学

独自の個性的で発展性のある研究を推進する。 

○ 地域における「知の拠点」にふさわしい研究水準の維持

・向上を図る。 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

① 目指すべき研究の水準等に関する目標の具体的措置 

○ 研究水準を高めるためのベースとなる研究環境や支援体制を戦略的に整備する。 

○ 研究企画会議において大学独自の「個性的で発展性のある研究プロジェクト」（以

下，個性化プロジェクト）や若手の萌芽的研究プロジェクトを厳選し，全学的な支

援により研究水準を向上させる。 

○ 光学をはじめとする特定分野で高い水準の教育研究拠点の形成を目指す。 
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② 成果の社会への還元に関する目標 

○ 社会のニーズを把握するとともに，「見える化」により

研究成果を社会に還元し，社会及び地域の学術，文化，産

業及び教育に貢献する。 

 

 

 

② 成果の社会への還元に関する目標の具体的措置 

○ 研究成果を社会に公表し，ニーズを的確に把握・整理して学内に周知する仕組み

を活用することにより，研究成果の社会還元を積極的に展開する。 

○ 地域が抱える課題を解決するための研究プロジェクト等を積極的に推進する。 

○ 研究成果を大学ホームページに掲載するとともに，学内の適切な箇所に展示する

などして広く社会に公開する。 

 

③ 研究の水準・成果の検証 

○ 基盤的研究及び「個性化プロジェクト」の水準・成果を

組織的に検証する。 

③ 研究の水準・成果の検証に関する具体的措置 

○ 基盤的研究については教員基礎情報データベース等に，また「個性化プロジェク

ト」については公開報告会等に基づき，それぞれ研究の水準と成果を検証する。 

○ 検証結果に基づき水準が特に高い研究や成果の社会還元が顕著である研究につい

ては，成功モデルとして研究プロセスを共有できる体制を整備し，研究水準の向上

や研究推進に活用する。 

（２）研究実施体制等に関する目標 

○ 基盤的研究の持続的な発展と大学独自の個性的な研究分

野の開拓に向けて，学長のリーダーシップのもと研究支援

者の適切な配置，研究資金及び研究スペース等の戦略的配

分を行う。 

（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置 

○ 基盤的研究を一層発展させるため，資金など研究環境を戦略的に整備する。 

○ 若手の萌芽的研究，学部・研究科を超えた連携や産学官・社会連携による「個性

化プロジェクト」を支援する。 

○ 間接経費配分の見直し等を行い，大型研究プロジェクトで研究支援者を確保しや

すい環境を整える。 

○ 若手の萌芽的研究プロジェクト，「個性化プロジェクト」等の研究活動のニーズ

を踏まえ，研究経費，研究スペース等の戦略的配分を行う。 
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３ その他の目標 

（１）社会との連携や社会貢献に関する目標 

○ 本学の理念「地域に学び，地域に返す，地域と大学の支

え合い」を基本に，「知の拠点」として地域連携を積極的

に推進し，地域社会に貢献する。 

○ 他高等教育機関及び社会と連携して産学官協働を推進

し，社会の抱える問題を解決するための教育と研究を充実

させる。 

３ その他の目標を達成するための措置 

（１）社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置 

○ 教育研究に関わる地域からのニーズに対し，各学部・研究科，生涯学習教育研究

センター，地域共生研究開発センター等への適切な案内を行うため，地域から見え

やすいシステムを構築する。 

○ 県内自治体との間で構成する地域連携協議会等を充実させ，地域との連携を強化

する。 

○ オプティクス教育研究センターを中心にした高度な水準の光学技術拠点を形成

し，地域社会に貢献する。 

○ 「大学コンソーシアムとちぎ」と連携して産学官連携活動を積極的に推進する。 

○ 地域の教育力向上，高大連携，社会人の学び直しを積極的に展開し，地域社会に

貢献する。 

（２）国際化に関する目標 

○ 協定校をはじめとする海外の諸大学等との教育研究活

動の連携を強化するとともに，地域の国際交流活動や国際

化に伴う課題の解決に貢献する。 

    

（２）国際化に関する目標を達成するための措置 

○ 協定校を中心に共同研究やシンポジウム等を充実させるとともに，教職員，学生

の教育研究交流を活発化する。 

○ 留学生の受け入れの拡充と派遣体制を整備するとともに，海外の同窓生ネットワ

ークを構築し，帰国後の学生との連携を強める。 

○ 学生の通訳ボランティア活動や留学生と地域との交流を支援するとともに，地域

の国際理解や国際化に伴う課題の解決に協力する。 

（３）附属病院に関する目標 

    [ 記載事項なし ] 
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（４）附属学校に関する目標 

○ 附属学校と教育学部及び教育学研究科の連携を強め，モ

デルとして地域の教育課題の解決に資するような教育研

究を推進する。 

○ 多様な個性をもつ子どもたち一人ひとりに適切な教育

を実践し，個人及び市民としての成長を支える。 

 

 

（４）附属学校に関する目標を達成するための措置 

○ 教育学部・教育学研究科との連携により，附属学校間の連携・一貫教育や教育改

善をテーマとした共同研究を推進する。 

○ 教職員としての資質向上に努め，教育委員会や学校と連携して，研究や研修に取

り組む。 

○ 家庭及び地域の諸機関と協力し，幼児・児童・生徒の個別の教育課題に対応する

支援体制を構築する。 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 １ 組織運営の改善に関する目標 

○ 教育の質の維持・確保の観点や少子化等の社会動向を踏

まえ，学長のリーダーシップのもと，入学定員や教育研究

組織等の不断の見直しに努める。 

○ 経営の基本方針や関係法令に基づき，学長のリーダーシ

ップのもと，ガバナンスの在り方を検討するとともに，役

員，教員，事務職員等が相互協力して，機動的・効率的な

組織運営体制を構築し，迅速な意思決定を行う。 

○ 新たな人事制度を導入するとともに，職員の能力開発を

進め，人的資源を適切に活用する。 

 

  

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

  １ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

○ 教育の質保証の観点から適切な教育研究組織等の在り方を検討する。 

○ 人材の需給見通し，教員採用数の動向等を勘案し，入学定員や組織等の見直しを

検討する。 

○ 大学を取り巻く環境の変化に応じて，機動的かつ効率的組織運営を実施するため， 

役員，部局長及び職員の役割と責任を明確化するとともに，組織運営体制の不断の見

直しを行う。 

○ 法律上の手続き機関である経営協議会及び教育研究評議会等の審議を踏まえた組

織運営を行う。 

○ 大学経営の「見える化」を図るため，学長の経営方針に基づく業務等を定期的に全

学に周知するとともに，職員・学生とのコミュニケーションを図る仕組みを構築する。 

○ 職員の人事評価システムを構築するとともに，柔軟で多様な人事制度の導入や男

女共同参画社会にも配慮した人事を行う。 

○ 職員に対して，多様な研修の機会を設け，能力向上及び業務に対するモチベーシ

ョンを高める。 
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２  事務等の効率化・合理化に関する目標 

○ 業務のより一層の効率化・合理化を推進する。 

２  事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

○ 事務組織等の的確な現状把握を行い，大学運営の進展に応じた事務組織，業務内容

等の見直しを行う。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 

 １ 外部研究資金，寄附金その他の自己収入の増加に関する目標

○ 教育研究成果の公開と産学官連携を推進し，外部資金の

獲得に積極的に取り組むこと等により自己収入を確保す

る。 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 外部研究資金，寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

○ 多様なメディアを活用して教育研究成果を公開するとともに，コーディネータを

配置し，競争的外部資金の導入につながる研究の企画・立案を支援する。 

 

 ２ 経費の抑制に関する目標 

（１）人件費の削減 

○ 「簡素で効率的な政府を実現する行政改革の推進に関す

る法律」（平成 18 年法律第 47 号）等に基づき，平成 18

年度以降の５年間において国家公務員に準じた人件費削

減を行う。更に，「経済財政運営と構造改革に関する基本

方針 2006」（平成 18 年７月７日閣議決定）に基づき，国

家公務員の改革を踏まえ，人件費改革を平成 23 年度まで

継続する。 

   

 ２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

  （１）人件費の削減を達成するための措置 

○ 「簡素で効率的な政府を実現する行政改革の推進に関する法律」（平成 18年法律

第 47 号）等に基づき，国家公務員に準じた人件費改革に取り組み，平成 18 年度か

らの５年間において，△５％以上の人件費削減を行う。更に，「経済財政運営と構

造改革に関する基本方針 2006」（平成 18 年７月７日閣議決定）に基づき，国家公務

員の改革を踏まえ，人件費改革を平成 23 年度まで継続する。 

（２）人件費以外の経費の削減 

○ 管理的経費の一層の抑制・節約及び維持コストの適正化

を図る。 

 

 

 

（２）人件費以外の経費の削減を達成するための措置 

○ 大学の財政状況等の情報の共有などにより，経費節約に対する教職員の意識改革

を進めるとともに，学内外の様々な経費削減の工夫を参考にしつつ，各種諸経費の

削減に計画的に取組む。 

○ 随意契約等の契約手続きの適正化をさらに推進する。 
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３  資産の運用管理の改善に関する目標 

○ 大学資産の安定的な運用を図るとともに，一層の有効活

用を図る。 

 

３  資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

○ 余裕資金について，リスクを回避しつつ，より有利な運用を計画的に行うととも

に，学外からの大学施設等の利用促進を図る。 

○ 既存資産の活用状況を定期的に検証し，より一層の有効活用に努める。 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

 

 １ 評価の充実に関する目標 

○ 目標・目的を明確化した効率的な自己点検・評価を確実

に実施し，教育研究・業務運営・財務内容等に係る中期目

標・中期計画を的確に達成する。 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措

置 

 １ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

○ PDCA サイクルを確立させ的確かつ継続的改善を行うために組織を整備し，中期目

標・中期計画の確実な実施に向けて，組織的かつ体系的な自己点検・評価を効率的

に実施する。 

○ 経営協議会の学外委員による指摘や外部評価を大学経営に活かす。 

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標 

○ 大学経営，大学施設，教育研究，社会貢献，自己点検・

評価に関する内容等，大学の各種情報を社会に公開し，広

く社会の評価を受ける。 

 

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置 

○ 大学内諸活動情報を収集・共有・発信するシステムを構築し，学内外に公開して

アカウンタビリティを果たす。 

○ 大学の「見える化」を進めるとともに地域との連携ネットワークを充実させ，産

業界・自治体・市民組織・受験生等からのニーズや要望を的確に収集する。 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 

 １ 施設設備の整備・活用等に関する目標 

○ 安全・安心で環境に配慮した施設設備の整備等に努める

とともに，教育研究目標に応じた施設設備のより一層の有

効活用を推進する。 

 

 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

○ 安全・安心な教育研究環境等を目指し，性能等が劣る施設設備を改善するための財

源確保に努めるとともに，施設設備の維持保全を行う。 

○ 施設設備の活用状況・エネルギー消費状況等の調査・分析を行い，その評価を施設

の有効活用や環境に配慮した活動等に反映させる施設マネジメントシステムを構築

し，教育研究の目標に応じたスペース配分等の見直しを行う。 
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 ２ 安全管理に関する目標 

○ 全学的な安全管理体制のもと学生（児童等を含む）及び

職員の安全を確保する。 

 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

○ 総合的な安全対策を計画的に実施するとともに，安全衛生水準の一層の向上を図

るため，安全衛生マネジメントシステム（PDCA）を試行的に導入し，学生（児童等

を含む），職員のリスクの低減化を進める。 

 

 ３  法令遵守に関する目標 

○ コンプライアンス規程を策定し，業務運営の社会的信頼

性，透明性等を確保し適正な法人運営を推進する。 

 

 ３  法令遵守に関する目標を達成するための措置 

○ 平成 22 年度から，公的研究費や管理運営経費の適正な執行，研究活動の不正行為

防止，公益通報者保護など，体系的コンプライアンス体制を確立する。  
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別 表 

 

 

教育研究上の基本組織 

 

国 際 学 部 ４２０人 

教 育 学 部   ８４０人  （うち教員養成課程 ６００人） 

工 学 部 １,６００人 

学     部

農 学 部 ９００人 

国 際 学 研 究 科 
   ６９人  （うち博士前期課程  ６０人） 

        （  博士後期課程   ９人） 

教 育 学 研 究 科 １４０人 

工 学 研 究 科 
４８７人  （うち博士前期課程 ３９４人） 

        （  博士後期課程  ９３人） 

研  究  科

農 学 研 究 科 １４２人 

※東京農工大学大学院連合農学研究科の参加校である。 

 


